
６福薬業発第５７号 
令和６年４月３０日 

各地区薬剤師会会長 殿 
 

公益社団法人福岡県薬剤師会 
常務理事 竹野 将行  

 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する 

政令の公布について 
 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、標記につきまして日本薬剤師会より別添のとおり連絡がありましたの

でお知らせいたします。 
ご多忙とは存じますが、貴会会員へのご周知方よろしくお願い申し上げます。 
 

記 

 
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0007.html 

 

以 上 

 

https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0007.html


 

        日 薬 情 発 第 2 4 号 

令 和 ６ 年 ４ 月 2 3日 

 

都道府県薬剤師会担当役員殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長 川上 純一 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する 

政令の公布について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、独立行政法人医薬品医療機器総合機構健康被害救済部より

別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。 

今般、同機構法施行令が一部改正され、本年４月１日より健康被害救済制度に

おける給付金額が改正されたとのことです。 

つきましては、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。 

なお、当該改正については以下URLからもご確認いただけることを申し添えま

す。 

 

 

○独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0007.html 

 








